
 

特例なし 
 

５４条１項各号の許可 

基準に該当するもの 

１号都市計画に適合して行う

ものなど 

→構造、規模の制限なし 

３号構造：木造､鉄骨､ＣＢ 

規模：地下なし 

２階建以下 

 

 
 

 

５３条第一項の 

ただし書きに 

該当するもの 

(53 条第 1項 1～5号) 

 

特例の許可 
 

 
 

構造：木造､鉄骨､ＣＢ 

規模：地下なし 

３階建以下 

高さ 10ｍ以下 

分離可能の配慮 

足立区都市計画法第５３条許可取扱基準 許可申請フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

その他の 

都市計画施設 

・下水道 

・一団地の住宅施設 

・流通業務団地 

などの区域内 

区域 

 

土地区画整理事業 
を施行すべき区域 

建築審査課 

５３条許可申請先 

未着手の 

都市計画 公園 

 
 

優先整備 

区域 内 

都市計画施設 

の区域 内 

都市計画施設 

の区域 外 

 

特例の許可 
 

構造、規模の制限なし 
 

 

※地区計画の整備計画に

適合するもの若しくは

土地区画整理事業に支

障がないと認められる

もの 

許可不要 

 

特例の許可 
 

構造、規模の制限なし 

用途の制限あり 

 
・都市公園法第２条の 

「公園施設」 

・都市公園法第７条の 

「占用建築物」 

 

特例の許可 
 

構造、規模の制限なし 
 

 

※施設管理者が支障がな

いと認めるもの 

 

未着手の 

都市計画 道路 
 

優先整備路線 

内外問わず 
 
 

優先整備 

区域 外 

完了済の 

都市計画 公園 
 

完了済の 

都市計画 道路 
 

※整備が完了して

いない他の都市

計画施設の区域

がある場合を除

く 

完了済の 

都市高速鉄道 
 

※整備が完了して

いない他の都市

計画施設の区域

がある場合を除

く 


